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１．基本目標 

１－１ 計画の目的 

 本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃掃法」とい

う。）及び「大潟村廃棄物の処理及び清掃に関する条例」、「大潟村一般廃棄

物処理基本計画」に基づき、大潟村から発生する一般廃棄物（以下「ごみ」と

いう。）の処理に関し定めるものである。 

 

１－２ 計画の期間 

 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとする。 

 

１－３ 分別区分ごとの発生量見込と削減目標 

 令和６年度の発生量見込は、下表のとおりとする。削減目標は、もやせるご

み、もやせないごみ、粗大ごみとも見込みの３％減とする。なお、資源ごみ等

リサイクルされているものについては削減目標を設定しない。 

 

 

 

発生量見込 目標 発生量見込 目標 発生量見込 目標

533.61 517.60 250.11 242.61 783.72 760.21

25.13 24.38 2.18 2.11 27.31 26.49

カン類 8.84 - 0.00 - 8.84 -

ビン類 23.45 - 1.30 - 24.75 -

ペットボトル 9.66 - 0.11 - 9.77 -

古紙類 91.54 - - - 91.54 -

粗大ごみ 32.43 31.46 0.00 0.00 32.43 31.46

庭木・剪定枝類 27.78 26.95 - - 27.78 26.95

水銀含有ごみ 0.30 - - - 0.30 -

廃食用油 0.45 - - - 0.45 -

粗大金属くず 5.52 - - - 5.52 -

合計 758.71 740.14 253.70 246.13 1012.41 986.27

もやせないごみ

資
　
源
　
ご
　
み

家庭系 （ｔ） 事業系 （ｔ） 合　計（ｔ）
区分

もやせるごみ
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１－４ 家庭系及び事業系ごみの分別区分による処理方法 

（１） 家庭系ごみ 

 

 

※公共施設のごみは原則として、排出事業者の責任において、許可業者に収集

を依頼するものとするが、集塵箱を設置している施設においては家庭ごみの収

集に準じて委託業者が収集することとする。  

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法

もやせるごみ 村 広域処理 焼却
行政（男鹿市、井
川町、五城目町）
委託

埋立

もやせないごみ 村 広域処理
破砕、選別、
資源化、焼却

行政（男鹿市、井
川町、五城目町）
委託

埋立

カン類 村 広域処理
資源化（選別・圧
縮・梱包）

- -

ビン類 村 広域処理
資源化（選別・圧
縮・梱包）

- -

ペットボトル 村 広域処理
資源化（選別・圧
縮・梱包）

- -

古紙類 村 民間業者 資源化 - -

粗大ごみ 村 広域処理
破砕、選別、
資源化、焼却

行政（男鹿市、井
川町、五城目町）
委託

埋立

庭木・剪定枝類 村 広域処理 焼却
行政（男鹿市、井
川町、五城目町）
委託

埋立

水銀含有ごみ 村 広域処理
資源化（選別、梱
包）

- -

廃食用油 民間業者 民間業者 資源化 - -

粗大金属くず 民間業者 民間業者 資源化 - -

分別区分 収集運搬主体
中間処理 最終処分
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（２） 事業系ごみ 

 

※ごみ処分場に持ち込まれた古紙については、家庭系の古紙と一緒にリサイク

ルされる 

  

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法

もやせるごみ 広域処理 焼却
行政（男鹿市、井
川町、五城目町）
委託

埋立

もやせないごみ 広域処理
破砕、選別、
資源化、焼却

行政（男鹿市、井
川町、五城目町）
委託

埋立

カン類 広域処理
資源化（選別・圧
縮・梱包）

- -

ビン類 広域処理
資源化（選別・圧
縮・梱包）

- -

ペットボトル 広域処理
資源化（選別・圧
縮・梱包）

- -

古紙類 民間業者 資源化 - -

粗大ごみ 広域処理
破砕、選別、
資源化、焼却

行政（男鹿市、井
川町、五城目町）
委託

埋立

分別区分 収集運搬主体
中間処理 最終処分

許可業者
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１－５ ごみ減量施策等 

（１）発生抑制（リデュース）の推進 

  ①徹底した分別の啓発 

   広報や HPを通して適正な排出と徹底した分別を行うよう周知する。 

  ②生ごみ減量促進 

   ア 生ごみ減量化講習会の開催 

     村民を対象とした生ごみ減量化講習会を年１回～２回開催し、もや

せるごみに多く含まれる生ごみの減量について普及を図る。 

   イ 生ごみ処理容器購入に係る助成 

     生ごみ処理容器（生ごみ処理機やごみ処理バケツ、コンポストな

ど）の購入に関し助成を行い、生ごみの堆肥化を促進する。 

   ウ EMボカシの無料配布 

     生ごみの堆肥化を促進する EMボカシを無料配布し、手軽にできる

堆肥づくりを促進する。また、EMボカシの制作を実施する団体に

対し助成を行う。 

  ③環境啓発グッズを配布し、ごみ減量化に努める。 

 

（２）再利用（リユース）の推進 

   フリーマーケットやエコ教室を随時開催し、ものをできる限り捨てず大

切に使う意識の醸成を図る。 

 

（３）再資源化（リサイクル）の推進 

  ①廃食用油の分別回収 

   廃食用油を拠点回収しリサイクルすることで再資源化を推進する。 

  ②不用衣類の集団回収に対する支援を行い、衣類リサイクルを推進する。 

  ③水銀含有ごみを分別回収し、水銀による環境負荷を抑えるととともに水

銀使用製品の再利用を推進する。 
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２．収集・運搬計画 

２－１ 収集区域の範囲 

  村内全域 

 

２－２ 収集方法等 

（１）家庭系ごみ 

 

※ 収集日や対象物及び排出方法等の詳細については、別紙「令和５年度大潟

村ごみ処理一覧表」（ｐ１２）を参照 

 

注１ 住民が地域の収集場所に排出し、それを自治体が回収する方式 

注２ 自治体の指定する特定の場所に住民自ら搬入する方式 

 

収集回収 手数料

週３回
（月・水・

金）
有料

月１回
（第４木）

有料

缶類
月１回

（第１火）
有料

ペットボトル
月１回

（第２火）
有料

ビン類
月１回

（第４火）
有料

古紙類
月１回

（第３火）
無料

村による収集なし
（村と契約した民
間業者が回収）

無料

村による収集なし
（村と契約した民
間業者が回収）

無料

随時 有料

随時 無料

随時
（冬期間を除く）

有料

排出方法 収集方法 運搬先

新聞（チラシ含）、雑誌・雑紙、
段ボール、牛乳パック

ガラスビン、調味料・化粧品のビ
ンなど

ごみ処分場
（ごみ処分場に
運搬後民間業
者へ売却）

大潟村指定ごみ袋（有料）
に入れ、各住区に設置し
た集塵箱へ排出

大潟村指定ごみ袋（有料）
に入れ、各住区に設置し
た集塵箱へ排出

民間再生業者

もやせるごみ
厨芥類、汚れた紙・布類、ゴム
類、リサイクル不可のプラスチッ
ク、刈草・落葉　など

分別区分

飲料用スチール・アルミ缶、
缶詰類　など

飲料用ペットボトル
（リサイクルマークが付されたも
の）

対象物

村委託収集業
者による拠点

回収

村委託収集業
者によるステー
ション回収

家庭から排出される庭木・剪定枝
太さ５ｃｍ以上の部分とそ
れ以下の枝葉に分け、ご
み処分場へ自己搬入

ペットボトル等に入れ公民
館、こども園、ごみ処分場
のいずれかに自己搬入

家具類、家電製品類、寝具敷物
類、乗物類など

ごみ処分場へ自己搬入
し、重量により処理手数
料を納める

ごみ処分場へ自己搬入

民間業者によ
る拠点回収
（直接資源化）

水銀含有ごみ

大潟村指定ごみ袋（有料）
に入れ、各住区に設置し
た集塵箱へ排出

大潟村指定ごみ袋（有料）
に入れ、各住区に設置し
た集塵箱へ排出

紙ひもでしばり、各住区に
設置した集塵箱へ排出

資
源
ご
み

粗大ごみ

粗大金属くず

八郎湖周辺
クリーンセン

ター

八郎湖周辺
クリーンセン

ター

もやせないごみ
陶器類、ガラス類、スプレー缶、
小型家電、鍋・フライパン　など

大潟村指定ごみ袋（有料）
に入れ、各住区に設置し
た集塵箱へ排出

八郎湖周辺
クリーンセン
ター/
民間再生業者

蛍光管、水銀体温計・温度計、水
銀血圧計

公民館の回収ボックス又
はごみ処分場に自己搬入

廃食用油

庭木・剪定枝類

注１

注２
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（２）事業系ごみ 

 

  

缶類

ペットボトル

ビン類

古紙類

八郎湖周辺
クリーンセンター

無色透明な袋に入
れ、許可業者に収集
を委託（粗大ごみは
袋不要）

粗大ごみ
家具類、家電製品類、寝具敷物
類、乗物類、鉄くず　など

新聞（チラシ含）、雑誌・雑紙、
段ボール、牛乳パック

ごみ処分場

八郎湖周辺
クリーンセンター

もやせないごみ
陶器類、ガラス類、スプレー缶、
小型家電、鍋・フライパン　など

資
源
ご
み

運搬先

もやせるごみ
厨芥類、汚れた紙・布類、ゴム
類、リサイクル不可のプラスチッ
ク、刈草・落葉　など

飲料用スチール・アルミ缶、
缶詰類　など

飲料用ペットボトル
（リサイクルマークが付されたも
の）

ガラスビン、調味料・化粧品のビ
ンなど

分別区分 対象物 排出方法
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２－３ ごみ処理手数料（家庭系ごみ） 

 （１）もやせるごみ、もやせないごみ、カン類、ビン類、ペットボトル 

 

 （２）粗大ごみ 

 

 

２－４ 村で収集しないごみ（自己処理が原則のごみ）の処理方法 

 

 

 

徴収方法 区分 枚数/１組 容量 手数料(円)/組

もやせるごみ専用　大 45ℓ相当 500

もやせるごみ専用　小 20ℓ相当 380

資源・もやせないごみ専用　大 45ℓ相当 380

資源・もやせないごみ専用　小 20ℓ相当 340

10枚

大
潟
村
指
定

有
料
ご
み
袋

徴収方法 区分 重量 手数料（円）

家電製品・家具などの粗大ごみ 10kgにつき 50

庭木・剪定枝類 50kgにつき 250

タイヤ 1本につき 500

重
量
等
に
よ
り

徴
収

対象 主な品目 処理方法

農業廃材 プラスチック製ハウスパイプ、ハウス用ビ
ニール、肥料袋など

各販売店・専門業者に
引取依頼

家電製品取扱店に引取
を依頼するか、自ら指
定引取場所へ運搬

製造メーカー又はパソコ
ン取扱店に引取を依頼
するか、パソコン３R推
進協会へ問い合わせ

販売店・専門業者に引
取依頼

廃家電４品目

パソコン指定品目

適正処理困難物
有害ごみ

洗濯機・衣類乾燥機、テレビ、エアコン、
冷蔵庫・冷凍庫

デスクトップパソコン、ノートパソコン、
パソコン用ディスプレイ　など

ガスボンベ、消火器、廃油、バッテリー、
耐火金庫、ピアノ、農薬、塗料、スプリン
グ入りマットレス、家屋の増改築廃材等
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３．中間処理計画 

３－１ 中間処理施設 

 

 

３－２ 資源化処理施設（民間） 

 

 

４．最終処分計画 

４－１ 焼却灰の処理について 

 八郎湖周辺クリーンセンターから排出される大潟村分の焼却灰等について

は、男鹿市、井川町、五城目町に埋立を委託する。（埋立見込量：１２２ｔ） 

  

４－２ 不法投棄ごみについて 

 不法投棄ごみは、軽微なものは次の施設において埋立処分することとする。 

 

※ 家具・家電・適正処理困難物等の不法投棄は、専門業者に処理を委託 

もやせるごみ
（もやせないごみ・粗大ごみ由
来・庭木、剪定木類含む）

八郎湖周辺クリーンセン
ター熱回収施設

男鹿市松木沢字板引沢
台７３番地

６０ｔ/２４ｈ
（３０ｔ/２４ｈ）×２炉

８１１．５ｔ

もやせないごみ・カン類・
ビン類・ペットボトル・粗
大ごみ

八郎湖周辺クリーンセン
ターリサイクル施設

男鹿市松木沢字板引沢
台７３番地

１５ｔ/５ｈ １０３．１ｔ

施設名 所在地 形式・能力ごみの区分 計画搬入量

ごみの区分 施設名 所在地 計画処理量

古紙 民間再生事業者 - ９１．５４ｔ

水銀含有ごみ 野村興産(株)イトムカ鉱業所
北海道北見市留辺蘂町
富士見２１７番地１

０．３ｔ

廃食用油 あやめサービス(有)
山形県山形市
高木２５番２

０．４５ｔ

粗大金属くず 民間再生事業者 - ５．５２ｔ

施設名 所在地 全体容量 残余量

大潟村ごみ処分場リサイ
クルセンター

大潟村字方口１７０－１ ３５６，０００㎥
２３７，９７９㎥

（令和５年度末見込）
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（参考①）処理フロー 

 

 

  

811.5t + 可燃性残さ

民間資源化

97.51t

八郎湖周辺クリーンセンター
リサイクル施設

103.4t

122.00t

日本容器包装
リサイクル協会

(カン・ビン・ペットボトル)

43.36t

八郎湖周辺クリーンセンター
熱回収施設

最終処分（埋立）
（男鹿市・井川町・五城目町に委託）

広域処理施設

914.9ｔ

250.11

水銀含有ごみ

廃食用油

ビン類

古紙類

粗大ごみ

2.18

0

1.30

0.11

-

0

もやせないごみ

カン類

27.78

0.30

0.45

ペットボトル

もやせるごみ

事業系ごみ 253.7

庭木・剪定枝類

粗大金属くず 5.52

25.13

8.84

23.45

9.66

91.54

32.43

もやせないごみ

カン類

ビン類

t

t

ペットボトル

古紙類

粗大ごみ

家庭系ごみ 758.71

もやせるごみ 533.61 t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

可燃性残さ

焼却残さ
（焼却灰）

残さ
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（参考②）拠点回収場所について 

 
 

  

ごみの区分 施設名 所在地 開場時間 受入休業日

粗大ごみ ごみ処分場 大潟村字方口１７０－１ ８：３０～１７：００
・毎週木・日曜日の終日
　及び土曜日の１２：００～
・１２月３１日１２：００～１月３日

庭木・剪定枝類 ごみ処分場 大潟村字方口１７０－１ ８：３０～１７：００
・毎週木・日曜日の終日
　及び土曜日の１２：００～
・１２月１日～２月末日

ごみ処分場 大潟村字方口１７０－１ ８：３０～１７：００
・毎週木・日曜日の終日
　及び土曜日１２：００～
・１２月３１日１２：００～１月３日

公民館回収ボックス 大潟村字中央１－２１ ８：３０～２１：００
・毎週月曜日の終日
・１２月３０日１７：００～１月５日

ごみ処分場 大潟村字方口１７０－１ ８：３０～１７：００
・毎週木・日曜日の終日
　及び土曜日の１２：００～
・１２月３１日１２：００～１月３日

公民館回収ボックス 大潟村字中央１－２１ ８：３０～２１：００
・毎週月曜日の終日
・１２月３０日１７：００～１月５日

こども園回収ボックス 大潟村字中央５－１ ８：３０～１７：００
・土曜日・日曜日・祝祭日
・１２月３１日～１月５日

水銀含有ごみ

廃食用油
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（参考③）大潟村指定ごみ袋取扱店について 

 

 

（参考④）一般廃棄物収集運搬業許可業者 

・有効期限：２年 

・区  域：大潟村全域 

 

 

 

（参考⑤）浄化槽清掃業許可業者 

・有効期限：１年 

・区  域：大潟村全域 

 

 

 

取扱店 住所

あぐりプラザおおがた 大潟村字中央１－５

ローソン大潟村店 大潟村字南１－６２－２

セブン－イレブン秋田大潟店 大潟村字西５－１６－３

(株)ホーマックニコット野石大潟店 男鹿市野石字下夕谷地１１－３

産直センター潟の店「道の駅おおがた」 大潟村字西５－２

藤井商店 大潟村字中央１－２７

事業者名 所在・電話番号 許可期間 許可の種類

(有)三浦清掃
大潟村字西２－４－１４
ＴＥＬ：０１８５－４５－３２８５

令和　５年２月２５日～
令和　７年２月２４日

一般廃棄物

男鹿清掃興業(株)
男鹿市船越字内子２９４
ＴＥＬ：０１８５－３５－３５３５

令和　６年４月　１日～
令和　８年３月３１日

一般廃棄物

畑クリーンサービス（株）
能代市扇田字扇渕４－１３
ＴＥＬ：０１８５－７４－６２０３

令和　６年４月　１日～
令和　８年３月３１日

一般廃棄物
一時多量ごみに限る

事業者名 所在・電話番号 許可期間 許可の種類

男鹿清掃興業(株)
男鹿市船越字内子２９４
ＴＥＬ：０１８５－３５－３５３５

令和　６年４月　１日～
令和　７年３月３１日

浄化槽清掃
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別紙：令和６年度ごみ処理一覧表 


